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チャイルド・ファンドは、世界の子どもたちを対象としたアンケート調査を実施し、「世界子どもの日」である

11月20日に調査報告書を発表しました。「子どもの権利」をテーマとした今回の調査では、途上国の子ど

もたちが「教育を受ける権利」こそが「子どもの権利」であると考え、先進国の子どもたちよりも教育を大切

に考えていることが明らかになりました。 

 

国際 NGO チャイルド・ファンドは世界の子どもたちを対象としたアンケート調査、Small Voices, Big Dreams（子ど

もたちの小さな声 大きな夢）を毎年実施しています。「子どもの権利条約」の採択から 25周年にあたる 2014 年は、

「子どもの権利」をテーマとして調査を実施しました。全世界 44 ヵ国、6,040人の子どもが参加し、「子どもの権利とは何

だと思いますか？」など 6つの質問に回答しました。「世界子どもの日」である 11月 20日に、チャイルド・ファンド・アライア

ンス加盟団体から全世界で一斉に報告書が発表されました。 

今回の調査で最も重要な結果の一つは、途上国の子どもたちの多くが「子どもの権利」とは「教育を受ける権利」だと

考えている、ということです。途上国の子どもたちは教育を、貧困から抜け出す方法としてだけではなく、子どもが持つべき

大切な権利として捉えています。 

また、途上国の子どもは先進国の子どもより、教育に大きな価値を置いています。「子どもの権利とは？」という質問に、

「学校に通い良い教育を受けること」と答えた子どもの割合は、先進国では 20%でしたが、途上国では 40%でした。

「自分が国のリーダーだったら、子どものために教育や学習の機会を提供する」と答えた子どもの割合は、先進国では

20%でしたが、途上国では 51%でした。 

同時に、「学校に通うことと勉強する時間が保障されていない」と答えた子どもの割合は、先進国では 4%でしたが、途

上国では 29%でした。先進国では、教育を受けられることは当然のように考えられていますが、残念なことに、今でも多く

の子どもたちにとっては当たり前のことではありません。 

調査報告書はチャイルド・ファンド・ジャパンのウェブサイトからダウンロードできます。また特設サイトでは、子どもたちの

「声」をおさめた動画を視聴し、様々な国の子どもたちが世界のリーダーたちに宛てて書いた手紙を読むことができます。 

 

キャンペーン名 Small Voices, Big Dreams 2014（子どもたちの小さな声 大きな夢） 

実施団体 チャイルド・ファンド・アライアンス 

報告書ダウンロード URL http://www.childfund.or.jp/?p=6912 

特設サイト URL http://ja.smallvoicesbigdreams.org/ 

動画 URL http://www.youtube.com/watch?v=DdiAPT9XIJ4 

 

 

 

                 

途上国の子どもたちにとって「子どもの権利」とは「教育を受ける権利」 

国際 NGO チャイルド・ファンドが世界の子どもたちを対象にアンケート調査を実施 
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チャイルド・ファンド・ジャパンは、1975年から、アジアを中心に貧困の中で暮らす子どもの健やかな成長、家族と地域の

自立を目指した活動をしています。 

 

 

 

 

 

【活動している国】 

フィリピン、ネパール、スリランカ 

 

【活動内容】 

スポンサーシップ・プログラム（子どもの支援） 

現地の子どものひとりを日本の支援者のひとりが学校へ通えるように支援するという一対一のつながりを通して、子どもの

成長や家族の生活改善、住民主体の組織づくりを支援します。 

 

支援プロジェクト（プロジェクトの支援） 

貧困に起因する様々な問題の中で、特定の開発課題に応える支援事業です。現在、学校環境整備など 3件のプロジ

ェクトを実施しています。 

 

緊急・復興支援事業 

台風や地震などの自然災害の被災者や、地域紛争による避難民を支援する事業です。 

 

【歴史】 

第二次世界大戦後、アメリカの民間団体 CCF (Christian Children’s Fund：キリスト教児童基金)が日本の戦災

孤児への支援を始め、この支援の受け入れ母体としてチャイルド・ファンド・ジャパンの前身が設立されました。CCFは延べ

86,000名の日本の子どもを支援し、活動を終了しました。CCF から日本に受けた恩恵を、日本から支援を必要として

いるアジアの国々へ返そうと、杉並区善福寺を拠点に国際協力活動を続け、40年になろうとしています。 

 

【チャイルド・ファンド・アライアンス】 

チャイルド・ファンド・ジャパンは、2005年 4月から、発展途上国の子どもたちの支援に取り組む国際的なネットワーク組

織であるチャイルド・ファンド・アライアンス（ChildFund Alliance）に加盟しています。 

 

【寄付金控除】 

チャイルド・ファンド・ジャパンは国税庁長官が「認定 NPO法人」として認定している約 256団体のひとつです(2014年

1月現在)。皆様からの支援金は寄付金控除の対象となり、税制上の優遇措置を受けられます。 

 

※チャイルド・ファンド・ジャパンは特定の宗教や政治団体とは一切関係ありません。 

 

参考資料 

ビジョン ：すべての子どもに開かれた未来を約束する国際社会の形成 

ミッション ：生かし生かされる国際協力を通じて子どもの権利を守る 


